
Ⅵ 大学等卒業予定者の求人の取扱い 

 

１ 大学等卒業予定者に対する求人活動のルール 

※大学等卒業予定者とは、大学（院）・短期大学・高等専門学校・専修学校・職業能力開発施設（高卒

２年課程）卒業予定者をいいます。 

 

（１）２０２６年度の大学等卒業予定者の就職・採用活動にあたっては、「就職・採用活動日程

に関する関係省庁連絡会議」により、「２０２６年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日

程に関する考え方」が示されており、大学等においても、就職問題懇談会により「２０２６

年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申合せ）」が

定められたところです。これらを尊重した就職・採用活動を実施していただきますようお願

いします。 

（２）公共職業安定機関では、大学等卒業予定者の適正な就職・採用活動が行われるよう、求人

求職の秩序の維持、公平・公正な採用の確保、採用内定取消しの防止に努めるとともに、考

え方・申合せを踏まえ、以下のとおり取り扱うこととしました。事業主の皆様のご理解とご

協力をお願いします。 

 

２０２６年度 大学等卒業予定者の就職・採用活動日程 

 

 職業安定機関の取扱い 大学側申し合わせ 政府の要請 

２ 月 １ 日 以 降 求人の受理   

３ 月 １ 日 以 降  企業説明会 広報活動 

４ 月 １ 日 以 降 求人の公開   

６ 月 １ 日 以 降 職業紹介 学校推薦 採用選考 

１０月１日以降 採用内定 採用内定 採用内定 

広 報 活 動：採用を目的とした情報を学生に対して発信する活動。採用のための実質的な選考とならない活動。 

採用選考活動：一定の基準に達した学生を順位付けまたは選抜することを目的とした活動。 

 

※２０２６年度卒業・修了予定者（２０２７年３月卒業・修了予定者）の広報活動は、卒業・

修了年度に入る直前の３月１日以降に開始、その後の採用選考活動は、卒業・修了年度の６

月１日以降に開始となります。 

  



２ 大学等卒業予定者の求人の流れ 

（１）求人申込み 

２月１日以降に求人者マイページ（推奨）もしくは管轄のハローワークへ「求人申込書

（大卒等）」により申込みください。求人は、職種別に作成してください。 

 求人者マイページの開設については、別紙資料をご参照ください。 

※マイページからの求人申込みを希望する場合は、管轄安定所にご相談ください。 

※ハローワークインターネットサービスで求人票の公開を希望する場合は、オンライ

ン自主応募受付可否を選択ください。 

（２）求人票の返戻 

安定所では、求人申込書（大卒等）を受理すると、求人票を作成したうえで、返戻しま

す。返戻された求人票は保管しておいてください。 

求人は、各ハローワークおよびインターネット等で４月１日以降に公開されます。 

（３）大学等への求人申込み（求人票の写しを送付） 

返戻された求人票の写しを送付または持参ください。 

（４）求人票のインターネットによる公開について 

インターネット公開希望求人については、全国の大学等および学生に「ハローワークイ

ンターネットサービス」を通じて求人情報を提供しています。



 

  

令和８年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について  
（申合せ） 

 

 

大学、短期大学及び高等専門学校（以下、「大学等」という。）は、経済・社会構造が 大きく変化

している状況の中で、未来を担い拓く学生に高い学力と豊かな人間性を身につけさせた上で、社会

に送り出す社会的使命を負っている。その責務を果たすためには、学校教育の充実と学生の学修環

境を確保することが不可欠である。 

 その理念の下、国公私立の大学等で構成する就職問題懇談会は、就職・採用活動が多様化してい

る中で、学生が自己の能力や適性に応じて適切に職業を選択できるようにするための検討を行い、

政府に対し就職問題懇談会としての考えを伝え、令和 6 年 12 月に政府が 公表した「2026 年度卒

業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」にも反映された。  

このような流れを踏まえ、就職問題懇談会では、令和８年度の大学等卒業・修了予定者に係る就

職・採用活動に関し各大学等が取り組む事項について下記のとおり申し合わせを定めた。 

 この申合せを行うに当たり、各大学等においては、全教職員が協力し、全学的にこれを実行する

よう努める。  

なお、就職活動の秩序維持に関して、各大学等が取り組むだけでなく、就職問題懇談会としても

企業及び求人広告会社やその他就職支援サービス会社等に対し協力要請を行う。  

 

記  

 

１．各大学等は、就職・採用選考活動に関する本申合せの大きな目的が、我が国の持続的な発展の基盤

となる人材育成という視野に立ち、学生の学修時間の確保や留学などの多 様な経験を得る機会の確

保など、学生の学修環境の整備であることを再度認識する。その上で、各大学等は、学事暦に十分

に配慮し、以下の就職・採用選考活動日程を遵守するとともに、企業等に対して、その遵守を要請

する。  

なお、海外留学や教育実習に取り組む学生も考慮して、多様性に配慮した広報活動及び採用選考

活動を実施することを企業等に要請する。  

また、卒業・修了後であっても新卒採用に応募を可能とすることも要請する。  

［就職・採用選考活動日程］ 

 Ⅰ．内容  

下記の就職・採用活動日程ルールを原則とする。 

 ・広報活動開始ⅰ ： 卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降  
（ここでいう広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報などを学生に対して広く発信していく活動を指す）  

・採用選考活動開始ⅱ ： 卒業・修了年度の６月１日以降 

 ・正式な内定日    ： 卒業・修了年度の１０月１日以降  

 それに加えて、以下のⅡ．の人材については、 

(i) 卒業・修了年度に入る直前の春休み以降のタイミングで、産学協議会が令和 ４年４月に

まとめた学生のキャリア形成支援活動（４類型）のタイプ３ⅲのうち専門活用型インタ

ーンシップを活用すること、かつ  

(ii) インターンシップ後の採用選考を経ること  

により、６月の採用選考開始時期にとらわれないこととする。  

 

Ⅱ．対象 

 対象となる人材については、タイプ３のうち専門活用型インターンシップを通じて判断される者

とする。  

 

２．各大学等は、就職・採用選考活動に関し、学生に対して、関連情報の周知や情報提供に努めると

ともに、個別の相談や指導等を行い、企業等に具体的な対応を要請する必要がないか確認するなど、

きめ細かな支援を行う。  

 

３．各大学等は、採用選考において学生の留学経験を含めた学修成果や学業への取組状況 を適切に評

価するよう企業等に要請するとともに、学生が自らの学修成果等を企業等に対して容易に説明でき



 

  

るよう、企業等において適切な評価に資する情報・資料を、積極的に提供するように努める。  

 

４．各大学等は、インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の本来の趣旨に

鑑み、その教育的効果を高めることに努める。特に、インターンシップ実 施に当たって要件が定

められていることを踏まえ、「企業説明会」等を「ワンデーイン ターンシップ」などと称して実施

することがないよう留意する。なお、一定の要件を満たしたインターンシップで取得した学生情報

は、原則として広報活動・採用選考活動開 始以降に使用できるが、それ以外は使用できないこと

を企業等に要請する。なお、令和 ７年度以降の卒業・修了予定者に関しては、タイプ３のうち専

門活用型（２週間以上） かつ卒業・修了年度に入る直前の春休み以降に実施されるインターンシ

ップを通じて高い専門的知識や能力を有すると判断された場合については、例外的な取扱いとなる

場合があることに留意する。  

 

５．各大学等は、学生が求人広告会社やその他就職支援サービス会社を利用するに当たっては、新卒

採用サービスの多様化に伴い、学生がその特徴を十分に理解した上で、業界 ・企業の十分な研究

を通じて、適切な利用方法により、進路を検討するよう学生へ周知 ・指導する。なお、就職・採

用選考活動の早期化を増長させないよう、学内での案内に も十分に留意する 

 

 

 
１． 就職・採用選考活動の円滑な実施  

（１）就職・採用選考活動日程に関する留意事項  

大学等は、就職・採用選考活動の日程及びそれに付随して実施される「企業説明会」、「学校推

薦」、「正式内定開始日」について、以下の取扱いを遵守する。 

 ① 「企業説明会」の取扱い  

企業等が採用を目的として、事前に採用予定数や選考日程などの採用情報を広く学生に発

信する「企業説明会」に対する会場提供や協力については、卒業・修了前年度３月１日以降

とする。また、「ワンデーインターンシップ」などと称して、 就業体験を伴わず、実態とし

て特定の企業等の説明にとどまるプログラムとならないように留意する。  

② 学校推薦の取扱い  

学校推薦は、卒業・修了年度の６月１日以降とする。  

③ 正式内定に至るまでの対応  

学生が正式内定に至るまで、いたずらに複数の内々定を保有した状態を継続することがない

よう誠意ある対応に努めることを指導するとともに、９月３０日以前の内々定は学生を拘

束するものではない旨を周知徹底する。  

 

（２）学生への周知・情報提供 

 ① 就職・採用選考活動に関して注意すべき点の十分な周知  

各大学等は、学生が混乱することのないよう、就職・採用選考活動の時期等について、その

趣旨を含めて、学生に対して十分に周知する。特に、採用選考活動が授業期間と重複するス

ケジュールであることを踏まえ、学生個々の学業と採用選考関 係の日程が重複する場合に

は、採用選考関係の日程調整に関して企業等に相談することが可能であることを周知・指導

する。 

 ② 留学や教育実習等を希望する学生への周知  

各大学等は、留学や教育実習等を検討している学生には、企業等が様々な募集機 会を設け

ることについて、積極的に検討するよう依頼しているとともに、そうした機会を提供してい

る場合には、企業等が情報発信するよう求めていること等を周知 ・指導する。  

③ 就職関連情報の積極的な提供 学生が進路選択する際の検討に資するため、各大学等は、特定

の企業等に偏らない様々な企業等に関する情報や、学部・分野別の就職実績等に関する情報

の積極的な提供に努める。また、海外への留学や外国人留学生の受入れを積極的に進めてい 

る大学等は、日本人海外留学者ⅳや外国人留学生に対し、企業等での採用に関する情報をイ

ンターネットなどの多様な通信手段も活用して積極的に提供し、就職活動において不利にな

らないよう配慮する。  

具体的取組 



 

  

 

（３）学修成果等に関する情報の提供 

 各大学等は、学生の卒業・修了前年度までの留学経験を含めた学修成果や学業への取組状況

を学生が企業等に対して容易に説明ができるよう、企業等にとって確認 ・閲覧しやすい形

（例えばｅポートフォリオやディプロマ・サプリメント等）で提 供するなど、学修成果等の

適切な評価に資する情報・資料の提供に取り組む。 

  

（４）相談体制の充実 

就職活動中の学生には、企業等からなかなか内々定がもらえないといったことや、 企業等の

職員からのハラスメントなど、あってはならないことが過去に起こっていることから、ガイダン

スなどを通じてあらかじめ学生に注意喚起するとともに、これらに学生が巻き込まれた場合に適

切な対応ができるよう、既存の就職支援窓口の充実や学生支援担当者の意識啓発を進める。  

 

（５）障害のある学生への対応 

各大学等は、障害のある学生に対して、福祉的支援も含めた就職における多数の 選択肢の存

在や社会資源に関する情報を効果的に収集・提供するとともに、企業や学外機関と連携し、就職

先の開拓や障害学生向け求人情報の提供などの募集及び採 用に関する情報を積極的に提供する。

また、スムーズな就職活動の実施につなげるため、障害学生支援の担当部署とキャリアセンター

等が有機的に連携することが望まれる。 

 

 ２．就職・採用選考活動の公平・公正の確保について  

（１）インターンシップに係る大学の関与と学生への周知  

インターンシップとは、「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支 援に係る取組

の推進に当たっての基本的考え方」（以下、「三省合意」という。） では「学生がその仕事に就く

能力が自らに備わっているかどうか（自らがその仕事で通用するかどうか）を見極めることを目

的に、自らの専攻を含む関心分野や、将来のキャリアに関連した就業体験（企業の実務を経験す

ること）を行う活動（但し、学生の学修段階に応じて具体的内容は異なる）」とされていること

から、大学等の 教育・学生のインターンシップを始めとするキャリア形成支援の一環として、

各大学等が積極的に関与する。各大学等が実施に関わる場合は「三省合意」を踏まえⅴ、適切な

実施を徹底する。 

 学生に対しては、インターンシップは原則として就職・採用選考活動そのものではないとい

うことを周知する。また、「ワンデーインターンシップ」などと称して、実質的に就業体験を伴

わず業務説明の場となっているものについては、インターン シップではない旨を周知する。 

 加えて、実質的に業務説明の場となっているインターンシップと称するものへの参加を理由

に授業等を欠席することは認めないことが望ましい。  

 

（２）企業がインターンシップ等で取得した学生情報の取扱い  

各大学等は、企業等が一定の要件を満たしたインターンシップで取得した学生情報を、原則とし

て３月以降は広報活動に、６月以降は採用選考活動に使用できることを周知する。その際、企

業等が一定の要件を満たしていないにもかかわらず「インターンシップ」と称したプログラム

を実施し、取得した学生情報を広報活動・採用選考活動に使用しようとしていないか等につい

て留意する。また、卒業・修了年 度に入る直前の春休み以降に実施されるタイプ３の専門活用

型インターンシップについては、取得した学生情報を例外的に３月以降の採用選考活動に使用

できることに留意する。  

なお、広報活動・採用選考活動の開始期日以降に実施されるインターンシップを始めとするキ

ャリア形成支援に係る取組で、あらかじめ広報活動・採用選考活動の 趣旨を含むことが示され

ている場合は、この限りではない。 

  

３．その他の事項について  

（１）求人広告会社やその他就職支援サービス会社の利用  

各大学等は、学生が求人広告会社やその他就職支援サービス会社を利用した就職活動を行う際に

は、それらが本申合せを遵守したサービスであることを確認するとともに、学生がそれぞれのサ

ービスの特徴を十分に理解した上で利用するように指導し、学生が学業と就職活動を両立できる



 

  

環境の確保に努める。なお、就職・採用選考活動の早期化を増長させないよう、学内での案内に

も十分に留意する。  

 

（２）各大学等における職員採用の対応  

企業等への就職・採用選考活動のみならず、各大学等における職員採用においても、本申合せを

踏まえた対応を行う。  

 

（３）本申合せの周知と対応  

各大学等は、本申合せの内容について、学内の教職員はもとより、学生への周知徹底を図り、

学生に不安と混乱が生じないよう適切に対応する。  

また、我が国の持続的な発展の基盤となる人材育成という視野に立ち、企業等に対しても、本

申合せの内容の周知を図る。各大学等による企業等への直接的な要請は本申合せの趣旨の理解促

進に極めて重要であるため、各大学等は主体的に上記に 取り組み、一層の周知徹底に努める。  

本申合せの内容に関して、企業等や求人広告会社やその他就職支援サービス会社等において不

適切な取組が行われていることを各大学等が確認した場合には、必要に応じて、各大学等におい

て、今後の学生に対する指導等の際に、当該企業等に関する情報として共有する。  

さらに、悪質と思われる事案については、各大学や関係団体、就職問題懇談会等において情報

共有し、課題として検討することなどを通じて、大学等全体として、学生の学修環境の確保と就

職活動の秩序維持に努める。  

 

  



 

  

令和８年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について 

（企業等への要請） 

 

就職問題懇談会は、我が国の持続的な発展の基盤となる人材育成という視野に立ち、未来を担い拓く

学生が大学等において学問をしっかりと修めることが、社会や企業等に とっても重要であり、企業等が

学生に対する採用活動について共通認識を持つことが不 可欠であると考える。このため、学生が安心し

て学業に専念でき、かつ、企業等が学修 成果を適切に評価できるよう、学修環境の確保を前提とした採

用選考活動を実施していただきたく、以下の点を要請する。  

 

（１）就職・採用選考活動開始時期の遵守  

大学等の学事暦に十分配慮し、以下の就職・採用選考活動日程を遵守すること。 

 ［就職・採用選考活動日程］ 

 Ⅰ．内容  

下記の就職・採用日程を原則とする。  

・広報活動開始ⅰ   ： 卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降  
（ここでいう広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報などを学生に対して広く発信していく活動を指す）  

・採用選考活動開始ⅱ ： 卒業・修了年度の６月１日以降  

・正式な内定日    ： 卒業・修了年度の１０月１日以降  

それに加えて、以下のⅡ．の人材については、  

(i) 卒業・修了年度に入る直前の春休み以降のタイミングで、産学協議会が令和４年４月にま

とめた タイプ３ⅲのうち専門活用型インターンシップを活用 すること、かつ 

 (ii) インターンシップ後の採用選考を経ること  

により、６月の採用選考開始時期にとらわれないこととする。  

Ⅱ．対象  

対象となる人材については、タイプ３のうち専門活用型インターンシップを通じて判断される者と

する 。 

Ⅲ．留意事項  

Ⅰ及びⅡの実施に当たっては、 

 （ａ）透明性確保のため、Ⅱ．の人材を求めるためにインターンシップを実施する企業は、以

下の内容を含む事項をＨＰ等で公表する。 

 １）産学協議会(令和４年４月))に準拠したタイプ３のインターンシップの情報開示要件  

a.プログラムの趣旨(目的)  

b.実施時期・期間、場所、募集人数、選抜方法、無給/有給等  

 c.就業体験の内容（受入れ職場に関する情報を含む） 

 d.就業体験を行う際に必要な能力 

 e.インターンシップにおけるフィードバック 

 f.採用活動開始以降に限り、インターンシップを通じて取得した学生情報を活用する旨

（活用内容の記載は任意）  

注）ここでいう「採用活動開始」の時期については、専門活用型インターンシップの実

施により６月より前に採用選考を開始する場合には、その時からとする。 

 g.当該年度のインターンシップ実施計画（時期・回数・規模等） 

 h.インターンシップに係る実績概要（過去２～３年程度） 

 i.採用選考活動等の実績概要  

２）その他の開示要件 

 j.就業体験を行う際に学生に求める大学における学修成果水準（GPA 等）  

k.就業体験を行う際に学生に求める専門的能力  

l.参考情報として、新卒一括採用に係る採用計画（採用人数等） 

 （ｂ）多様な人材の活躍を促すため、実施企業は、新卒学生のみならず、博士課 程学生、既

卒学生、海外からの日本人及び外国人留学生など多様な人材にも、同様のインターンシ

ップ、採用選考の機会を設ける。  

（ｃ）実施企業は、学生の専門性や能力に応じ、就業後におけるその学生のキャリアパスが適

切に形成されることに配慮して、採用を行う。  

 



 

  

学生の採用選考に当たり、求人広告会社やその他就職支援サービス会社を利用する際も、

本要請を遵守したサービスであることを確認した上で利用すること。  

また、採用選考活動開始前の早期の段階で採用の内々定を出すことや、「早期選考」等と称

して採用選考活動開始前に採用選考活動を実施することは学生の学修環境に強い影響を及ぼ

すこととなるので、実施しないこと。 

なお、海外留学する学生もいることから、上記の就職・採用選考開始時期以降に長期にわ

たって積極的に広報活動及び採用選考活動を実施するとともに、卒業・修了した学生に対し

ても同様の活動を行うこと。  

 

（２）採用選考活動における学業成果等の評価  

卒業・修了前年度までの学修成果や学業への取組状況を表す書類(例えば成績証明書や履

修履歴等)を選考の早期の段階で取得したり、学生が提出する学修成果等に関する資料（例

えばｅポートフォリオやディプロマ・サプリメント等）を採用面接等において積極的に活

用することにより、留学経験を含む学生の学修成果等を適切に評価すること。  

 

（３）学生の学業等への配慮  

就職活動が一部で早期化、長期化し、学生が本分である学修時間等を確保しながら安心

して就職活動に取り組める環境を損なう事象が生じていることから、学生の学業の妨げと

なるような採用選考活動を実施しないこと。企業等が学期期間中に採用選考活動を実施す

る場合には、以下の点に配慮すること。  

① 授業、試験、留学、教育実習等と採用選考活動が重複しないかあらかじめ学生に確認し、

必要に応じて個別的な採用選考日時の変更など必要な対応を明示的 に行うこと。また、

土日祝日や平日の夕方を活用するほかインターネットなどの多様な通信手段も取り入れ

るなど、学生の学修環境を損なうことのないよう 極力柔軟に対応すること。  

② 大学等の所在地や学生の居住地が遠方である場合などには、多様な通信手段を 活用し

て採用選考活動を行うなど、採用選考において不利とならないよう配慮すること。 

 多様な通信手段を活用した採用選考活動を行う際には、学生の通信環境を考慮した対

応として、通信環境が整わない学生が不利益を被らないよう配慮し、音声・映像が途切

れた場合の対応をあらかじめ明示すること。また、学生が準備する時間を確保するため、

通信手法について余裕をもって連絡すること。  

 

（４）多様な学生への選考機会の提供  

国際的な人材獲得競争が展開される中で、日本人海外留学者ⅳや外国人留学生が、就

職活動で不利になるとの認識が生じないよう、日本人海外留学者や外国人留学生のみを

対象とする採用選考等の取組を各企業等の必要に応じて行い、取組を行っている企業等

は、様々な募集の機会についてインターネットなどの多様な通信手段も活用して積極的

に周知・広報すること。 

 また、障害のある学生の就職希望者数が増加する中で、障害のある学生が就職活動 

で不当な差別的取扱いとならないよう、大学等と連携して障害学生向け求人情報を提供

する等、募集及び採用に関する情報の公表を積極的に行うとともに、障害者の雇用の促

進等に関する法律の趣旨等を踏まえ、障害のある学生からの申出により、過重な負担に

ならない範囲で障害の特性に配慮した必要な措置を講じる等、適切に対応すること。  

 

（５）雇用機会均等、職業選択の自由を妨げる行為等の抑制、公平・公正な採用の徹底労働

施策総合推進法、男女雇用機会均等法、同法指針の趣旨等にのっとって採用選考活動を

行うこと。特に、総合職採用における女子学生や、前述の障害のある学生への配慮、あ

るいは学生が持つ多様性の尊重など、適切に対応すること。 

 また、必要な人材確保に熱心になるあまり、例えば  

① 正式内定開始日前に内定承諾書、誓約書をはじめとした内定受諾の意思確認書類の

提出要求 

② ６月１日以降の採用選考時期に学生を長時間拘束するような選考会、研修及び行事

等の実施  

③ 自社の内(々)定と引換えに、他社への就職活動を取りやめるよう強要すること 



 

  

④ 自由応募型の採用選考において、内(々)定と引換えに大学等あるいは大学教員等か

らの推薦状の提出を求めること  

⑤ 業務性が強い研修について、内定や内々定を辞退した場合に研修費用の返還を求め

ること。  

など、学生の職業選択の自由を妨げる行為や、学生の意思に反して就職活動の終了を

強要するようなハラスメント的な行為（いわゆる「オワハラ」）は厳に慎むこと。           

また、その実効性を担保するため、学生が相談できる窓口を設けるなど学生からの 

苦情・相談を迅速、適切に処理するための体制の整備及び改善向上に努めること。     

加えて、採用選考活動に携わる人事担当者等が、就職をしたいという学生の弱みに 

付け込んで、性的な言動や人権を侵害するような行為をすることがないよう、当該人 

事担当者等への適切な事前指導・教育を行うこと。また、採用選考活動等で差別的な

取扱いが行われないよう、学生に対して、就職差 別につながる恐れのある項目を含む

「会社指定書類（エントリーシート等を含む）」、「戸籍謄（抄）本」、「住民票」等の提

出を求めないこと。面接においても同様に就 職差別につながる恐れのある内容の質問

等をしないこと。  

さらに、就職活動において書類を徴収するに際しては、学生の個人情報の取扱い等 

に留意し、第三者に提供すること等を想定しているのであれば、その使途を明確に事 

前周知し、学生が同意したくない場合には拒否できるような仕組みを設けるとともに、 

あらかじめ示された必要書類以外のものを選考の最終段階や内々定後に求めることが 

ないように、必要書類を含む採用選考情報をあらかじめ明示すること。  

 

（６）インターンシップ等の適切な実施  

インターンシップとは、「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援  

に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」（以下、「三省合意」という。）では 

「学生がその仕事に就く能力が自らに備わっているかどうか（自らがその仕事で通用 

するかどうか）を見極めることを目的に、自らの専攻を含む関心分野や、将来のキャ 

リアに関連した就業体験（企業の実務を経験すること）を行う活動（但し、学生の学 

修段階に応じて具体的内容は異なる）」とされており、その実施に当たっては、「三省

合意」を踏まえⅴ、適切に実施すること。  

インターンシップ等の実施に当たり、特に以下の点について留意すること。  

① インターンシップ等は原則として、広報活動や採用選考活動そのものではない。 

令和５年度以降に実施するインターンシップには、就業体験要件や指導要件等、 

一定の要件が定められていることから、既存のプログラムが要件を満たしている 

かを確認するとともに、要件を満たさない場合には「インターンシップ」と称し 

て実施することは厳に慎むこと。特に、実質的に就業体験を伴わず業務説明の場 

となっている「ワンデーインターンシップ」などと称した行事は、就業体験要件 

や実施期間要件を満たしていないことが明らかであるため、見直しを図ること。 

また、インターンシップ等に参加する学生を求人広告会社やその他就職支援サービ

ス会社を利用して公募する際は、本要請を遵守したサービスであることを確認した

上で利用すること。  

② インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の教育的効果を

高めるため、大学等との連携の下実施すること。  

③ 学生の学業を妨げることがないようインターンシップ等の実施時期に十分配慮し、

原則として長期休暇の活用など学事日程に十分配慮して実施すること。ただし、大

学の正規の教育課程としてのインターンシップはこの限りではない。  

④ 一定の要件を満たしたインターンシップで取得した学生の個人情報は、原則とし 

て、３月以降は広報活動に、６月以降は採用選考活動に使用できる。なお、令和 

８年度卒業・修了予定者を対象とし、広報活動・採用選考活動の開始期日以降に 

実施されるインターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組で、

あらかじめ広報活動・採用選考活動の趣旨を含むことが示されている場合には、こ

の限りではない。 

 ⑤ また、令和７年度以降の卒業・修了予定者を対象とし、卒業・修了年次に入る直 

前の春休み以降に実施されるタイプ３の専門活用型インターンシップについては、



 

  

取得した学生情報を例外的に３月以降の採用選考活動に使用できることに留意する。  

 

 

（７）学生の健康状態への配慮  

採用選考活動の実施時期が梅雨や夏季に当たるため、学生のクールビズ等の取扱 

いを明示することで、学生の健康面に配慮すること。  

 

（８）卒業・修了後３年以内の既卒者の取扱い 個々の学生の置かれた状況は様々である

ため、意欲や能力を有する若者に応募の 機会を広く提供する観点から、「若者雇用

促進法」に基づく指針ⅵの趣旨を踏まえつつ、自社の実情や採用方針にのっとって、

大学等の卒業・修了者が、卒業・修了後少なくとも３年間は新規卒業・修了予定者

の採用枠に応募できるような募集条件を設定するなど、適切な対応に努めること。  

 

（９）本要請の周知と対応 企業及び経済団体・業界団体等においても、本要請の周知・

理解の促進と、それを踏まえた適切な採用選考活動の実施に努めること 

 
 

（用語解説） 

 ⅰ 広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報などを学生に対して広く

発信していく活動を指す。 開始期日の起点は、自社の採用サイトあるいは求人広告会社やその他

就職支援サービス 会社の運営するサイト等で学生の登録を受け付けるプレエントリーの開始時点

（令和８ 年度卒業・修了予定者は令和８年３月１日）とする。また、会社説明会などのように、

学生が自主的に参加又は不参加を決定することができるイベントは、その後の選考活動に影響し

ない旨を明示するとともに、学事日程に十分 配慮すること。 

 開始期日前は、ホームページにおける文字や写真、動画などを活用した情報発信、文書や冊子等

の文字情報によるＰＲなど、不特定多数に向けた情報発信にとどめ、学生情報の取得や学生情報

を活用した活動は行わないこと。  

（広報活動日程を事前に公表することは差し支えない。）  

なお、求人広告会社やその他就職支援サービス会社は、開始期日の前後を問わず大学の授業・試

験期間を十分に配慮したサイト等の運営に留意すること。求人広告会社やその他就職支援サービ

ス会社とは、従来の就職情報会社のみならず、学生の就職支援サービスに関わるすべての民間企

業・団体を指す。 

 

 ⅱ 採用選考活動とは、一定の基準に照らして学生を選抜することを目的とした活動を指す。具体的

には、選考の意思をもって学生の順位付け又は選抜を行うもの、あるいは、当該活動に参加しな

いと選考のための次のステップに進めないものであり、こうした活動のうち、時間と場所を特定

して行う面接や試験などの活動を指す。  

 

ⅲ タイプ３とは、キャリア形成支援の４つのタイプのうちの一つ。  

・タイプ１（オープン・カンパニー）：主に企業・就職情報会社や大学キャリアセンター等が主催す

るイベント・説明会を想定。  

・タイプ２（キャリア教育）：主に企業が CSR として実施するプログラムや、大学等 が主導する授

業・産学協働プログラム（正課・正課外を問わない）を想定。 

 ・タイプ３（汎用的能力活用型インターンシップ、専門活用型インターンシップ）：主に企業単独、

大学等が企業あるいは地域コンソーシアムと連携して実施する、適性・ 汎用的能力ないしは専門

性を重視したプログラムを想定。  

・タイプ４（高度専門型インターンシップ）：文部科学省を中心に試行的に実施している「ジョブ型

研究インターンシップ」や、「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」で検討している「高度

な専門性を重視した修士課程学生向けインターンシップ」 が該当。  

このうち、(a)就業体験要件、(b)指導要件、(c)実施期間要件、(d)実施時期要件、(e)情報開示要

件の５つを満たすタイプ３及びタイプ４のみをインターンシップと称 することとし、令和６年

度の卒業・修了予定者から当該インターンシップで得られた 学生情報の活用が可能とされた。  



 

  

 

 ⅳ 令和８年度卒業・修了予定者のうち、留学期間が就職・採用選考活動の日程と重複する者など。  

 

ⅴ 令和４年４月に一般社団法人日本経済団体連合会と大学関係団体等の代表者により構成される

「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」において「学生のキャリア形成支援に係る産学協働

の取組み」が４つの類型に整理されたことを踏まえ、令和４年６月に政府の「三省合意」が改正さ

れ、インターンシップの定義の見直しが行われている。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/sangaku2/20220610-mxt_ope01_01.pdf 

 
 ⅵ 「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業

者等その他の関係者が適切に対処するための指針」（平成 27 年厚生労働省告 示第 406 号 

 


